
 

平成３１年度 商業振興活動支援事業補助要項 

 

（目的） 

第１条 商店街を会場にその賑わいの創出や活性化を図るために実施するイベント

等の事業に対して、予算の範囲内において、その開催経費の一部を補助し、市内

商業と商店街の振興に寄与することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる団体は、次の各号いずれかに該当する団体とする。 

 (1) 日立市内の商店街振興組合 

 (2) 日立市内の事業協同組合 

 (3) 日立市内の任意の商店街組織（商店会） 

 (4) 複数の商工会議所会員事業所で構成された組織 

 (5) 実行委員会等の組織 

 ※ 組織とは総会の実施、規約の設置等がされている機関。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、商業及び商店街の活性化に貢献すると認められ

る商業活動、販売促進事業、商品開発、イベント等の活動とする。ただし、次の各

号に掲げる収入があるときは対象外とする。 

(1) 国又は県の補助金、負担金、交付金等 

(2) この補助金以外の日立商工会議所及び日立市の補助金、負担金、交付金等 

(3) 日立市の補助金、負担金、交付金等の交付を受けている団体からの補助金、負

担金、交付金等 

２ 補助対象とする事業の期間は、平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで 

に実施した事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、前条に規定するイベント事業に要する経費のうち、広告

宣伝費、報償費、会場費、会議費（ただし、食事代は除く。）、催事費、事務費その

他商業部会議員協議会で必要と認められた経費とする。 

※ 資産の保全向上に該当するものは対象外。 

２ 補助対象経費は、第３条２項に定める期間中に代金の支払いが完了する経費と

する。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。 



(1) １事業につき補助対象経費の３分の２以内。ただし、３０万円を限度とする。 

(2) 同一事業を複数回行う場合には、１年度内に２回までとする。 

(3) 同一団体が複数の事業を実施する場合でも、１団体につき１年度内に２回ま

でとする。 

２ 補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

 

（補助金の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次の各号

に掲げる書類を、日立商工会議所に提出しなければならない。 

(1) 商業振興活動支援事業補助申請書（様式 1） 

(2) 商業振興活動支援事業計画書（様式 2） 

(3) 商業振興活動支援事業予算書（様式 3） 

(4) 組織構成がわかるもの 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 申請者から前条の規定に基づく補助金の申請があった場合は、日立商工会 

議所商業部会議員協議会においてその内容を審査し、補助することが適当と認め 

る場合は、補助金交付通知書により通知するものとする。 

 

（実績報告及び補助金の請求） 

第８条 補助金交付通知書を受けた団体が事業を完了したときは、次の各号に掲げ

る書類を速やかに日立商工会議所へ提出しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（様式 4） 

(2) 事業決算報告書（様式 5） 

(3) 収支を証する書類の写し 

(4) 事業実施中の写真 

２ 前項の規定に従い実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適当と認 

めるときは、補助金を交付するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日立商工会議所商業部会協議

会において別に定める。 


